
【１割負担の場合】

（単位：円）
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居住費・・・② 0 0 0

食費・・・③ 300 300 300

１日の利用料（①＋②＋③） 1,210 1,289 1,367

１ヶ月の利用料（31日分） 37,510 39,959 42,377

居住費・・・② 370 370 370

食費・・・③ 390 390 390

１日の利用料（①＋②＋③） 1,670 1,749 1,827

１ヶ月の利用料（31日分） 51,770 54,219 56,637

居住費・・・② 370 370 370

食費・・・③ 650 650 650

１日の利用料（①＋②＋③） 1,930 2,009 2,087

１ヶ月の利用料（31日分） 59,830 62,279 64,697

居住費・・・② 370 370 370

食費・・・③ 1,360 1,360 1,360

１日の利用料（①＋②＋③） 2,640 2,719 2,797

１ヶ月の利用料（31日分） 81,840 84,289 86,707

居住費・・・② 855 855 855

食費・・・③ 1,445 1,445 1,445

１日の利用料（①＋②＋③） 3,210 3,289 3,367

１ヶ月の利用料（31日分） 99,510 101,959 104,377

※『１日の利用料（合計）』は、基本サービス＋各種加算に居住費・食費を加えた金額です。

※上記の金額は概ねの金額です。人によっては上記の加算以外にも対象となる加算があります。

※ご不明な点などがありましたら、当園生活相談員（北川・溝部）までお尋ねください。

特別養護老人ホームオアシスはぎ園　サービス利用料　令和6年4月～

要介護度

基本サービス利用料

各

種

加

算

日常生活継続支援加算1

看護体制加算Ⅰ2

夜勤職員配置加算Ⅲ2

個別機能訓練加算1

処遇改善加算Ⅰ（総単位の8.3％）

特定処遇改善加算Ⅰ（総単位の2.7％）

ベースアップ加算Ⅰ（総単位の1.6％）

看護体制加算Ⅱ2

計（基本サービス＋各種加算）／1日当たり・・①

第

１

段

階

配偶者と世帯全員が市民税非課税

で、老齢福祉年金受給者又は生活

保護受給者

第

２

段

階

配偶者と世帯全員が市民税非課税

で、年金収入額＋合計所得金額が

80万円以下、かつ預貯金等の合計

額が650万円（夫婦は1,650万

円）以下の方

第

３

段

階

①配偶者と世帯全員が市民税非課

税で、年金収入額＋合計所得金額

が80万円を超え、120万円以下、か

つ預貯金等の合計額が550万円

（夫婦は1,550万円）以下の方

②配偶者と世帯全員が市民税非課

税で、年金収入額＋合計所得金額

が120万円を超え、かつ預貯金等の

合計額が500万円（夫婦は1,500

万円）以下の方

第

４

段

階

【標準】

上記1～3段階に該当しない

住民税課税世帯又は配偶者が市民

税課税


